
万場小学校Ｗｅｂページの制作と公開に関するガイドライン

神流町立万場小学校

【趣旨】

１ このガイドラインは、万場小学校のＷｅｂページを利用した教育活動の有効かつ円滑な運用を目的

として、Ｗｅｂ上で配信される電子データ制作・公開する際の手続きなどを定めるものとする。

【Ｗｅｂページ公開の目的】

２ 本校児童の活動を保護者並びに地域に公開し、「開かれた学校」を実現することを目的として、Ｗ

ｅｂページを公開する。

【管理者】

３ 公開するＷｅｂページは、校長がその運営・管理にあたり、その責任を負うものとする。

【Ｗｅｂページの作成】

４ 本校のＷｅｂページは、万場小学校の職員が制作にあたる。

（１）Ｗｅｂページの制作は、本ガイドラインに沿って行う。

（２）Ｗｅｂページに児童の意見、作品等を掲載する場合は、児童本人及び保護者に公開の許可を得

たものを使用することを原則とする。

【個人情報の保護】

５ 本校の児童・保護者・指導協力者・教職員の個人情報はむやみに発信してはならない。

（１）児童等の写真を使用する場合は、Ｗｅｂサイズに圧縮し、なるべく個人が特定できないよう配

慮する。特に名札が写っている写真は掲載しない。

⇒校外学習に出かけたり、校内でも外部の方が指導に当たっている場面を使った写真を掲載する場

合には、活動時に撮影およびＷｅｂページへの掲載が可能かの許可を得る。また撮影時には、

児童・および指導協力者以外の背景、他の人物等がなるべく写り込まないよう配慮する）

（２）年度初めに写真公開の可能性について保護者に周知し，不都合な場合は公開しないこととする。

（３）児童の意見、考え、主張等については、教育上の効果が認められる場合に掲載することができ

るものとする。

（４）住所、電話番号、生年月日、その他個人に関する情報は掲載しないものとする。氏名について

も極力公表は避けるものとする。

⇒児童の氏名を掲載する必要性がある場合には、フルネームは避ける。（下の名前のみにする）

⇒指導協力者や教職員の氏名を掲載する必要性がある場合には本人の許可を得て、姓のみとする。

（５）児童本人または保護者から発信内容の訂正や取り消し等の要請を受けた場合は、校長は適切か

つ速やかに対処するものとする。

【ｗｅｂページの公開】

６ 本校のＷｅｂページ公開は校長、または校長の指示を受けた教職員がこれを行う。



（１）本ガイドラインの目的に沿わないページは登録を禁止する。

（２）本ガイドラインの目的に沿わないリンクをはることを禁止する。

【掲載内容に対する責任】

７ 掲載した情報については、校長が責任を負う。

【日常の管理】

８ 日常の管理は校長、及び教職員が行う。

（１）本ガイドラインに沿わない公開データを発見した場合、発見者は直ちに校長に伝える。

（２）校長は公開の停止や当該データの訂正等、適切な処置を行う。

【禁止事項】

９ 健全な活用を行うために次の行為をしてはならない。

（１）公序良俗に反する行為。

（２）企業や商品などの営利を目的とする宣伝行為

（３）特定の政治・宗教活動に関する行為

（４）学校の品位を傷つける行為

（５）虚偽の情報を発信する行為

（６）他人の名誉を傷つけたり、誹謗・中傷したりする行為

（７）ネットワークの正常な運用を妨害する行為

（８）その他法令及び規定等に違反する行為

＊附則：本規定は、令和元年１２月１日より実施する。


